
県道ふじみ野朝霞線
（都市計画道路水子鶴馬通線）

説明会

令和３年１０月２７日・１１月２日

埼玉県川越県土整備事務所



本日の説明内容

１ 道路整備計画の概要

２ 用地測量の概要

３ 公共用地取得の流れ
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１ 道路整備計画の概要
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ふじみ野朝霞線

さいたま東村山線

三芳富士見線

国道463号（浦和所沢バイパス）
整備予定区間

都市計画道路富士見橋通線
（富士見市事業中）

計画区間

位置図
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県道ふじみ野朝霞線
（現道）の状況
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県道ふじみ野朝霞線
渋滞状況

県道ふじみ野朝霞線
歩道未整備状況



位置図
（航空写真・令和元年）
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計画平面図（1）



計画平面図（2）
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計画平面図（3）
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標準横断図
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交差点部横断図
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２ 用地測量の概要
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用地測量の目的

用地測量とは、道路を整備するために必要となる土地・区画について、周辺の土地

との境界及び土地・区画全体の面積を確認し、道路用地として取得させていただく土

地の面積を求めることを目的とするものです。

【御注意いただきたい事項】

○ 今回の案内配布は、図面から用地測量の対象になると思われる皆様を抽出し、配
布させていただきました。このため、資料を配布させていただいた皆様全員が用地測量
や用地買収の対象に必ずしもなるというわけではございません。御了承ください。
なお、用地測量の対象になる方には、御案内の文書を順次配布させていただきます。

〇 境界を確認したのち、対象となる皆様（計画道路内に土地や建物をお持ちの方）と
土地の取得や家屋移転などについて、個別に御相談させていただきます。
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１．境界を確認するための事前調査

２．境界を確認するための現地立会

３．道路用地として取得させていただく土地面積の確定

〇 土地の境界を確認するために必要な公図や土地登記簿等を
登記所などから資料を収集します。
〇 皆さま方の敷地内で、既存の境界を示す杭やプレートなどを確
認させていただきます。

〇 現在ある道路などの公共用地と私有地との境界を確認します。
〇 私有地と私有地との境界を確認します。
※ 現地で境界を確認するための立会をお願いします。

〇 現地の状況や必要に応じて、境界を示す杭やプレートの設置を
させていただきます。

用地測量の流れ

14



• 内 容

現況測量は、建物の位置や、周辺道路の形状等の測量を行い、その結果を表した

「現況平面図」を作成し、皆さまの土地や建物と道路整備計画線との位置関係を明ら

かにすることを目的としています。

事前調査（①現況測量）
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• 内 容

境界の復元は、公図や地積測量図などをもとに、『道路と民地』 『民地と民地』の

境界を現地に復元することを目的としています。

復元したポイントには、仮杭などでマーキングを行います。
公図等転写連続図(見本)

事前調査（②境界の復元）
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道路計画線

公共用地と私有地の境界確認、私有地と私有地の境界確認を行います。
・図のオレンジ線が、道路の計画線です。
・図の赤色の線が、道路等の公共用地と私有地の境界を確認する箇所です。
・図の緑色の線が、私有地と私有地の境界を確認する箇所です。

現地立会
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道路計画線

道路中心線

道路計画線 18

ＢさんとＤさん
の間の境界

② 境界確認では、その境界の全ての関係者の立会が必要になります。
・紺色の線で示した、ＢさんとＤさんの間の境界を確認する際には、
Ｂさん、Ｃさん、Ｄさん、Ｅさん及び富士見市（市道管理者）との立会が必要になります。

現地立会②
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道路計画線

道路中心線

道路計画線 19

・現地立会にて、Ｂさんの私有地の全ての境界が確定できた段階で、道路用地と
して取得させていただく土地面積の確定を行います。

土地面積の確定



・ 境界立会いの実施日については、境界の復元後、改めて『立会いのお願い』を郵送さ

せて頂きます。

・ 『委任状』により、対象者ご本人に代わって代理の方による境界確認も可能です。

・ 『立会証明書』も併せてお送りしますので、事前に記入し、立会い時に持参願います。

用地測量の御案内について

立会いのお願い 委任状 立会証明書
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• 現地測量に際し、現地立入りのお願い通知をお配りさせて頂きます。
• 皆様の土地に立ち入りさせていただく場合は、必ず事前にお断りしてから、作業に入
らせていただきます。（建物の中には、入りません）

• 測量は、エリアを分けて三協測量設計（株）と（株）埼玉中央が実施します。

• 測量従事者は、必ず身分証明書を携帯し測量を実施します。

測量実施にあたり
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